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夜
間
小
児
初
期
救
急
診
療
を
開
始

内　容対　　象事業名

昼食を週６回(月曜日～土曜日)、
希望する曜日に配食します。
※自己負担額：1 食当たり400円

65歳以上の１ 人ぐらし高齢者の
方、または65歳以上の高齢者の
みの世帯の高齢者で配食を必要
と認められた方

高齢者配
食サービ
ス

毎月１回、寝具乾燥サービス車が
ご家庭を訪問して行います。
※自己負担なし

65歳以上のねたきり高齢者の
方、またはねたきり障害者の方

ねたきり
高齢者等
寝具乾燥
サービス

ご自宅に1 日 5 枚以内で紙おむ
つを配達します。
※自己負担なし

４０歳以上のねたきり、またはそれ
に準ずる方で常時失禁状態また
は、これに準ずる状態でおむつを
常に使用されている方

ねたきり
高齢者等
おむつ貸
与サービ
ス

理・美容師の訪問により、カット
･シャンプーまたは調髪･顔剃り
等を無料で受けられるサービス
券を年４枚まで交付します。
※自己負担なし

65歳以上で、6 か月以上のねたき
り高齢者の方

ねたきり
高齢者理･
美容券交
付サービ
ス

緊急通報システム・火災安全シス
テムを通して緊急事態を東京消
防庁または民間の受診センター
に通報できます。
※自己負担なし

65歳以上の１ 人ぐらし高齢者の
方または高齢者のみの世帯で、慢
性疾患等をお持ちで日常的に常
時注意を必要とする方。世帯の場
合は、世帯全員に慢性疾患がある
場合が対象になります。

高齢者緊
急通報･火
災安全シ
ステム設
置サービ
ス

 徘徊 高齢者の早期発見と安全の
はいかい

確保に役立てるため、介護者に対
してサービスを提供します。
※所得に応じた自己負担あり

 徘徊 行動の著しい65歳以上の方
はいかい

で、介護保険の要介護認定で要介
護･要支援の認定を受けた方

認知症高
齢者徘徊
位置探索
サービス

通所による入浴を行います。利用
回数は月 4 回までです。
※所得に応じた自己負担あり

介護保険認定で要介護３ 以上の
認定を受けた６５歳以上の方で、介
護保険の通所介護による入浴や
訪問による入浴が困難な方

高齢者入
浴サービ
ス

施設の緊急ベッドを確保してい
ます。
※自己負担額：食事代1,000円(１
日あたり)と所得に応じた自己負
担あり

65歳以上で虐待・放置等により
緊急に施設入所等による保護を
必要とする高齢者等の方、介護保
険の要介護認定で要支援および
要介護認定を受けた方でケアプ
ラン作成時に想定されなかった
緊急事態に対し、介護保険で対応
することが困難な方

高齢者緊
急短期入
所サービ
ス

高齢者在宅サービスセンターで、
週 2 回を限度に健康･生きがい
活動、趣味創作活動、日常動作訓
練、給食等のサービスを提供しま
す。1 回の利用時間はおおむね４
時間程度です。 
※自己負担額：食事代400円と所
得に応じた自己負担あり

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で非該当（自立）となった方

生きがい
対応デイ
サービス

高齢の方の孤独感の解消や、社会
とのつながりを深めることを目
的に、自主的なボランティア活動
で生きがいの場を提供している
個人・団体に対して、ミニディ協
力員として活動費の一部を助成
します。
※ミニディに参加を希望する場
合は、市にお問い合わせを

１人暮らしや虚弱等のために閉
じこもりがちなおおむね６５歳以
上の高齢の方

いきいき
ミニディ

高齢者在宅サービスセンターで
通所により介護予防のための機
能回復訓練を実施します。 
※自己負担なし

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で非該当（自立）の方、また
は潜在的要援護者の方

高齢者閉
じこもり
防止機能
訓練　　

安否の確認、孤独感の解消等のた
めに電話の貸与および通話料の
一部を助成します。
※助成内容：回線使用料、屋内配
線使用料、電話機使用料、通話料
(月７００円を限度)、消費税
※自己負担：通話料で、月700円
を超えた分等

６５歳以上の１ 人暮らし高齢者の
方および65歳以上の高齢者のみ
の世帯で所得等の条件に該当し、
近隣に親族が居住していない方 
※所得制限あり

高齢者福
祉電話貸
与･電話料
助成サー
ビス　　

週 2 回、1 回２ 時間を限度に見
守りおよび家事援助等を行いま
す。※所得に応じた自己負担あり

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で非該当（自立）となった方
で必要と認められる方

自立支援ホ
ームヘルプ
サービス   

内　容対　　象事業名

介助員を配置したリフト付きの
福祉車両等を用いて外出支援を
行います。(西東京市役所を中心
とした半径30キロメートルの範
囲内)
※自己負担額：実車料金、有料
道路料金、有料駐車料金

介護保険の要介護認定で要支援
または要介護と認定を受け、か
つ心身の障害等により外出が困
難な65歳以上の方、または40歳
以上65歳未満の特定疾病の方
で、市内に住所を有し、かつ一
般の公共交通機関や手段では外
出が困難な高齢者で、現に在宅
で居住している方

高齢者等
外出支援
サービス

日常生活支援に必要な歩行支援
用具等を給付します。
※用具の種類：歩行補助杖、入
浴補助用具、スロープ、歩行機(
シルバーカー)、腰掛便座、手すり
※給付限度額あり
※所得に応じた自己負担あり

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で非該当（自立）となった
方で、用具等の給付が必要と認
められる方

自立支援
日常生活
用具給付
サービス

介護保険対象外の用具を給付す
ることで在宅生活を支援しま
す。※用具の種類：入浴担架、
難燃性寝具、洗髪器、空気清浄
器
※給付限度額あり
※所得に応じた自己負担あり

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で非該当（自立）、要支援ま
たは要介護と認定された方で、
用具等の給付が必要と認められ
る方

高齢者日
常生活用
具給付サ
ービス　

市内の公衆浴場の入浴券を『お
風呂のある世帯の方は月 1 人5  
枚』『お風呂のない世帯の方は月
１人１０枚』を限度として支給し
ます。
※自己負担なし

65歳以上の１ 人ぐらし高齢者の
方、または70歳以上の高齢者の
みの世帯の高齢者の方

高齢者入
浴券支給
サービス

はり・きゅう・マッサージ料金
割引券(1回1,300円)を月 2 枚支 
給します。
※自己負担額：施術料金から
1,300円を差引いた額

65歳以上の方

高齢者福
祉手技治
療割引券
支給サー
ビス　　

高齢者の転倒防止等のために手
すりの取り付けや段差解消等を
行います。
※改修の種類：手すりの取り付
け、床段差の解消、滑りの防止、
移動円滑化のための床材の変
更、引き戸等への扉の取替え、
洋式便器等への便器の取替え、
その他これら各工事に伴う必要
な工事
※助成限度額あり
※所得に応じた自己負担あり

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で非該当（自立）となり、
サービスが必要と認められる方

自立支援
住宅改修
費給付サ
ー ビ ス

介護保険で対象にならない改造
について必要と認められる改造
の費用を助成します。
※改造の種類：○ 浴槽の取り替
えおよびこれに付帯して必要な
給湯設備等の工事  ○ 流し、洗面
台の取り替えおよびこれに付帯
して必要な給湯設備等の工事
※所得に応じた自己負担あり

65歳以上で、介護保険の要介護
認定で要支援または要介護と認
定され、サービスが必要と認め
られる方

高齢者住
宅改造費
給付サー
ビス       

１世帯に対して、家具等に転倒
防止器具等(５か所以内)を取り
付けます。

65歳以上の１人ぐらし高齢者の
方と、65歳以上の高齢者のみの
世帯

高齢者家
具等転倒
防止器具
等取付サ
ービス　

市が契約した保養施設（２０施設）
において、1 泊あたり３,０００円を
助成する利用券を支給します。
（年２泊まで）
※自己負担額：宿泊料金から利
用券の金額分を差し引いた額

             ７０歳以上の方                
                             

高齢者保
養施設利
用者助成
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緊
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け
、
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で
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か
ら
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本
脳
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接
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対
象
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齢
（
３
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９
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歳
）
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誕
生
日
月
末
に
ご
案
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お
よ
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き
ま
し
た
が
、
６
月
対
象
者
か
ら
、
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付
を
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し
ま
す
の
で
、
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承
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だ
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い
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※
日
本
脳
炎
の
流
行
地
域
（
朝
鮮
半
島
・
台
湾
・
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
）

へ
の
渡
航
、
日
本
脳
炎
に
感
染
す
る
お
そ
れ
が
高
い
場
合
な
ど
、
保
護
者

が
日
本
脳
炎
予
防
接
種
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
特
に
希
望
す
る
場
合
は
、

日
本
脳
炎
予
防
接
種
の
効
果
お
よ
び
副
反
応
を
十
分
理
解
し
、
同
意
書
に

ご
記
入
の
う
え
、
今
ま
で
通
り
公
費
で
接
種
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
健
康
・
健
康
推
進
課
」
の
中
に
日
本
脳
炎
予
防

接
種
勧
奨
の
中
止
Ｑ
＆
Ａ
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◆
健
康
推
進
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３６１

��������	
���������������	
�������

交通のご案内
■西武池袋線清瀬駅から久米川駅行きバス(15分）
　「青葉町１丁目」下車　徒歩約１分
■西武新宿線東村山駅からグリーンバス(15分）
　「多摩北部医療センター」下車　正面玄関到着

近郊図

　

４
市
（
西
東
京
市
、
東
久
留
米
市
、
東
村
山
市
、
清
瀬
市
）
と
５

市
医
師
会
（
西
東
京
市
、
東
久
留
米
市
、
小
平
市
、
東
村
山
市
、
清

瀬
市
）
は
多
摩
北
部
医
療
セ
ン
タ
ー
（
旧
東
京
都
多
摩
老
人
医
療
セ

ン
タ
ー
、
左
図
参
照
）
で
、
６
月　

日
（
月
）（
西
東
京
市
を
除
く
３

20

市
は
６
月
３
日
開
始
）
か
ら
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
（
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）
の
午
後
７
時　

分
か
ら　

時　

分
ま
で
、
都
内
初
の

３０

１０

３０

広
域
的
な
小
児
初
期
救
急
診
療
を
開
始
し
ま
し
た
。
対
象
は
原
則　
１５

歳
以
下
の
初
期
救
急
患
者
で
す
。
診
療
は
、
５
市
医
師
会
か
ら
派
遣

さ
れ
る
小
児
科
医
が
輪
番
で
行
い
ま
す
。

　

週
２
日
の
開
始
と
な
り
ま
す
が
、
今
後
、
日
数
の
拡
大
な
ど
、
小

児
医
療
体
制
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
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　市では、介護保険のほかに高齢者の方への事業を実施しています。詳
しい内容は、お問い合わせください。
◆高齢福祉課（�保 �内線２３３２～２３３４）

日
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防
接
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保
護
者
の
方
へ


